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１．はじめに 

Request for Continued Examination（RCE）は、再出願することなく出願の"finality"を解消

するための措置です（35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114参照）。したがって、RCEを分割出願や一部

継続出願の代用とすることは認められません（MPEP 706.07(h)VIIには、出願人が発明をスイッチ

することができない（"Applicant cannot switch inventions."）旨が記載されています）。 

 

 一般に、RCE手続をすると、当然のことながら特許発行までに要する期間が長くなります*1。

その結果として、特許権存続期間の調整の対象とされ、実質的に存続期間が短くなることがあり

ます。この点に関し、最近の判例（Novartis事件）を受けて USPTOが Final Ruleを官報で公

示し、自らの解釈を改め、RCE手続を経た特許出願のPTAの算定に関する規則を改正しました。

以下に、改正内容について説明します。 
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*12015年 1月現在、USPTOの Data Visualization Centerによれば、RCEの未審査滞貨は 42,162件であり、少なくとも

一つの RCEを含む出願の pendencyは 60.4ヶ月であり、RCEのファイリングから Office Actionが発行されるまでに要する

月数は 5.1ヶ月です。  


